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本日の内容

１．検討テーマの内容

２．テーマの方向性と進め方

３．税の基本（日本税制、特に企業の税制）

４．現状

５．テーマ検討の具体的内容と方向性

６．パテントボックス税制の現状

７．パテントボックス税制の例（英国）

８．パテントボックス税制の問題点

知財を用いたその他の節税の例（問題とされている例）

９．国際的な動向（OECD等の動向）

１１．パテントボックス税制の検討項目のまとめ

１２．今後の予定
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１．検討テーマの内容

企業は、グローバル化を加速し、研究所や工場を海外に進出させている。

企業が本社、研究所、工場等をどの国に置くかを判断する大きな要因の
⼀つとして、当該国の税制度がある。

本⼩委員会では、我国の税制度が諸外国と⽐較して、我国のイノベーシ
ョンを促進するのにふさわしい制度であるかを課題認識とし、特に知的財
産の創造と活⽤に相応しい税制度（研究開発税制、パテントボックス税
制、移転価格税制等）を研究する。
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２．テーマの方向性と進め方

新しい製品、サービスを世に出すにあたっては、自ら多くの技術と知的
財産を創造するだけでなく、他社からも導入あるいは他社へも提供す
ることで、産業全体としてこれらを駆使していく必要がある。

そこで、知的財産の駆使を税制の⾯から⾏い易い制度を検討する。

まずは、世界の税制度の現状を調査し、イノベーション促進の観点か
ら問題点の分析、我国税制との対⽐を⾏い、より相応しい税制度の
検討を⾏う。
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資産課税等

消費課税

法人所得課税

個人所得課税

３．税の基本（日本税制、特に企業の税制）

税とは、国家及び地⽅公共団体が、国⺠に各種の公共サービスを提供する資⾦を
調達する目的で、直接の反対給付なしに強制的に私人の手から国家の手に移され
る富の呼称 (⾦⼦宏「租税法」）

税の機能
1) 財源調達
2) 富の再分配
3) 景気安定化

最近の税制の方向性 (先進国の一般的傾向）

1) 外国からの投資を促進するため法⼈税率を引き下げ
2) 社会保障給付財源を確保するため消費税率を引き上げ

（2010年）



-世界から期待され、世界をリードするJIPA –
Creating IP Vision for the World

27.99
26.17

23.79

31.91 33.33

15.83

25.00
22.00 23.00

17.00

11.55

10.83

10.83

8.84

13.76 2.20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

日本（標準税率） アメリカ

（カリフォルニア州）

フランス ドイツ

（全ドイツ平均）

中国 韓国

（ソウル）

イギリス シンガポール

国税 地方税 5

法人税
課税標準：所得＝益⾦－損⾦
⼀般に公正妥当な会計処理の基準に従って計算される収益と、債務が確定した費⽤をもとに、
税法固有の調整をして算定。

企業の税を巡る国際的な動き
1)国際的二重課税の調整

 移転価格税制
 国外配当免税制度

2) 軽課税国への所得移転
 税率引き下げ競争

各国の法⼈税率

（％）

39.54％

37.00％
34.62％

40.75％

33.33％

29.59％

25.00％ 24.20％
23.00％

17.00％

23年度

改正前
24年度・

25年度
26年度

以降

法人税率：17%法人税率：22%

地方所得税率：2.2%
法人税率：23%法人税率：25%法人税率：33 1/3% 法人税率：15%

連帯付加税

：法人税額×5.5%

営業税率：13.76%

連邦法人税率：35%

州法人税率：8.84%

法人税率：30.0%(～23年度）、25.5%（24年度～）
復興特別法人税：法人税額×10%（24・25年度）
事業税率：4.3%（26年10月前は2.6%）
地方法人特別税：事業税額×67.4%（26年10月前は148%）
住民税：法人税額×12.9%（26年10月前は17.3%）
地方法人税：法人税額×4.4%（26年10月以降）

３．税の基本（日本税制、特に企業の税制）
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４．現状
（企業での知財創造・活用において関係する日本の税制）

知財税制

R&D

販売
製造

関係会社

日本

外国

他社

自社

競合
（ライセンシー

共同研究先

グループ企業

連結納税制度
グループ法人税制

移転価格税制
外国子会社合算税制

（外国子会社配当益
金不算入制度）
外国税額控除制度

研究開発税制

競合
（ライセンシー）

グループ企業

競合
（ライセンサー）

租税条約

外国 日本

競合
（ライセンサー）

共同研究契約

損害賠償
ライセンス
権利譲受

ライセンス

ライセンス

租税条約

イノベーションに関する税制
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５．テーマ検討の具体的な内容と方向性

活用としては２パターン。
①持っている知財を活用する場合⇒パテントボックス（例 欧州）
②他社の知財を活用する場合⇒今後の動向把握

研究開発税制（税額控除）

（＊）

※沖縄地域知的財産戦略本部サイトから引用活⽤段階で⽬⽴った税制はない（＊）

＊：平成27年度から中⼩企業からの知財権使⽤料が控除対象
となった（研究開発税制の一部として）。
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６．パテントボックス税制の現状

１．パテントボックス（ＰＢ）税制とは？
●知的財産から得られる収益（ロイヤルティ、譲渡益、知財を利⽤し
た商品の売上げ等）に、低税率または課税所得の⼀部を控除する。

●⾼付加価値産業を呼び込む／海外流出を防ぐことによる雇⽤創出、
研究開発の成果物である知的財産の創出・活用を促すなどの効果を
期待した、法⼈税減税制度といえる。

２．導入している国の状況

３．日本での検討状況
●経団連：2013年度税制改正に関する提⾔（2012年10月6日）の中でＰＢ税制の新設を要求。
●政 府：知的財産政策ビジョン（2013年6月7日）で、ＰＢ税制を検討することを明記。

ｵﾗﾝﾀﾞ ﾍﾞﾙｷﾞｰ ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ ﾊﾝｶﾞﾘｰ ﾌﾗﾝｽ ｽﾍﾟｲﾝ 英国 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 中国

導⼊年 2007 2007 2008 2003 2001 2008 2013 2009 2008

対象知財 特許等 特許等 特許、意匠
、模型、ｿﾌ
ﾄｳｪｱ、商標

等

特許、ﾉｳ
ﾊｳ、著作
権、商標
権等

特許、発
明、製造
工程等

特許、ﾉｳﾊ
ｳ、図面、
模型、意
匠等

特許等 特許、ﾉｳ
ﾊｳ、ｿﾌﾄｳ
ｪｱ、商標
権等

特許、ｿ
ﾌﾄｳｪｱ
等

対象知財所
得に適用さ
れる税率

5.0% 6.8% 5.76% 9.5% 15% 15% 10% 2.5% 15%

法⼈税率
（通常）

25% 33.99
%

28.8% 19% 33.33
%

30% 23% 12.5% 25%

知的財産（特許など）

ﾛｲﾔﾘﾃｨ 譲渡益 商品売上

所 得

法人税

減税

など
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６．パテントボックス税制の現状（続き）

４．主要な諸外国の知財の創出と活用に関する税制度の背景・ねらい

国 日本 米国 ドイツ 英国 オランダ

RD税制 有 有 無 有 有

PB税制 無 無 無 有 有

背景 ― 国内に充分なｲﾉﾍﾞｰ
ｼｮﾝと市場がある

99.6%は中小企業
だが、RD支出84%
は大企業

国内にｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝは
あるが、事業拠点
は海外に流出

国内に研究機関発
のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・企業化
があるが、資⾦や雇
⽤が不⼗分

ねらい ― ・租税回避による税
源侵食抑止
・知財の海外流出抑
止

中小企業のRD促
進・経済底上げ

外資企業(投資)の
誘致、国内企業の
留置

外資投資の獲得・雇
用創出・納税者(革
新企業)の留置

政策 ― RD税制(製造業向
け優遇税制等)
※知財移転課税
(Exit Charge)で
知財の海外流出抑
止

※対象を直接認定し
て補助⾦⽀援、
※知財国外移転税
で知財流出抑⽌

PB税制で、外資誘
致(GSK)や、投資
獲得(⾃動⾞産業)

ＲＤ税制とＰＢ税
制を紐づける仕組み
がある
※ｲﾝﾌﾗ整備（就労
ﾋﾞｻﾞの迅速発給、
資本⾦0でも起業
可）

評価 ― 投資対象国として確
固たる地位があるた
め、ＰＢ税制の必要
性が薄いと思われる

中小企業のRDが未
熟で知財が少ない場
合に有効と思われる

RDはあるが事業の
海外流出を懸念す
る場合に有効と思
われる

RDはあるが企業が
若く市場と雇⽤不⾜
な場合に有効と思わ
れる
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７．パテントボックス税制の例（英国）

① 英国･欧州特許庁等の登録特許。
（登録後、６年間遡及可）

② ＩＰの法的所有者、専用実施権者、
コストシェア（開発費負担）、
ＩＰによる受益者等

③適格ＩＰの創出、ＩＰ利用製品の開発が当
該会社あるいはグループ会社でされて
いる。

④適格ＩＰの開発/利用について意思決定等
重要な管理業務の実施。

⑤ 製品売上、ﾗｲｾﾝｽ料、IP譲渡収入、
賠償金、みなし使用料（自家使用）
等を含めた事業所得を計算

⑥ IP利用関連収入／総事業収入の
比率を事業所得に乗じて計算

⑦ IPが無くても発生するであろう利益

（人件費、広告費等の一定割合とみ
なす）の除外

⑧ ブランド力による利益の除外

①
適格ＩＰ

②
保有要件

パテントボックス税制の適用を受けることができるのは、下記の条件を満たした会社。
算出した適⽤対象所得の法⼈税率は10%となる。

条件 ③
開発要件

④
積極的
保有要件

会社が企業グループに
属している場合

⑤
事業所得

⑥
パテント派生
事業所得

計算
⑦

経常的
所得を除く

⑧
ブランド価値

を除く

残った所得に
10%の法人税
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８．パテントボックス税制の問題点

５．現在の主なＰＢ税制（欧州）の制度の問題点

英国PB税制については、過度な誘致競争、あるいは単なる租税回避に利⽤される
だけではないかと、問題視されている。

英国⾒解 ： 企業の⽴地選択判断要素を強化した。企業/投資誘致に効果あり。
ドイツ⾒解 ： 過度な誘致競争を招く施策であるとして、EU内での廃止を主張した。

その背景：

EU各国の優遇税制は、 EU単一市場の原則に基づき、 EU機能条約第107条との整合性
が必要となる。（各国の優遇税制の設計⾃由度は、EU単一市場に害を及ぼさない範囲ま
でに制限される。）

●この原則下で、EU各国のPB税制は「ねらった」機能を果たせるのか？
●「ねらった機能」実現の為でなく、租税回避の為に利⽤されている？
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８．パテントボックス税制の問題点
～英国のパテントボックス税制の主な問題点～

英国外のグループ会社が所有して
いる特許権も対象とすることがで
きる。

⇒自国でのイノベーション・開発
活動を促進することに効果がある
のか？

特許登録されているインクカートリッジと
特許登録されていないプリンターがパッケ
ージとして売られている場合には売上総額
が税制の対象となる。

⇒本来減税の対象とすべきでない収入も、
対象となっているのではないか？

研究開発活動が英国内で行われること
や、研究開発機能の本社が英国に置か
れることは求められていない。

⇒自国でのイノベーション・開発活動
を維持することに効果があるのか？

売上対象の製品に特許が使われて
いることの証明方法が不明。
⇒証明が甘いと、権利範囲のいい

加減な特許取得となる。
証明が厳しいと、権利範囲の狭
い特許取得となる。

①
適格ＩＰ

②
保有要件

条件
③

開発要件
④

積極的
保有要件

会社が企業グループに
属している場合

⑤
事業所得

⑥
パテント派生
事業所得

計算
⑦

経常的
所得を除く

⑧
ブランド価値

を除く
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９．知財を利用したその他の節税の例
～問題とされている例～

13

■米国企業によるダブルアイルランド・ダッチサンドイッチの例

子会社B
（米国外事業）

子会社A
(R&D機能）

子会社C
事業収入

①
使用料

オランダ

アイルランドに子会社A（R&D機能およびIPライセンス機能）と子会社B(米国外事業)を設立
し、オランダにも子会社Ｃ（ IPライセンス機能）を設立。

①アイルランドとオランダの取り決めで使用料は非課税。
②アイルランドでは、Aは非課税（アイルランド内に管理支配機能なし）。
③米国では、B→C→Aの流れを法人間でなく子会社Ａ内の支店間のやり取りとなる制度を

利用し、米国本社とＡ社との合算課税（タックスヘイブン対策）を避ける。

①
使用料

アイルランド外
（タックスヘイブン）

で管理

③

アイルランド
国内に管理支配機能がない会社は非課税

米国本社
(国内事業のみ）

IP

IP

ライセンス

サブライセンス

共同でR&D
（IPは共有）

②
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１０．国際的な対応動向
～OECD/G20のBEPS議論～

└ 第1次提言の発表(2014年9月)

納税回避⽬的での利益移転 (Profit Shifting) OECD

G20

国際的な課税規則の設定へ

税源侵食(Base Erosion )の進⾏

BEPS⾏動計画（15項目）⇒ 2015年まで

No.5 有害な税制慣⾏への対応 パテントボックス
税制が検討対象

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 対応プロジェクト

└ 内容の一部修正の発表(2015年2月)

2015年OECD進捗レポートでまとめの予定
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１０．国際的な対応動向
～BEPS行動計画 No.5～

実質的な活動の要件：ネクサス・アプローチ提案

第1次提言｜ ⾏動計画 No.5 「有害な税制慣⾏への対応」

パテントボックス税制の是非

 実質的な活動をひきつけるなら有益

 価値創出地⇒軽課税国への所得移転促進だけなら有益でない

IP活用IP創出費用
負担

前工程

研究開発税制

後工程

パテントボックス税制

紐づけ

2015/2 修正
公表

2014/9 公表
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１０．国際的な対応動向
～BEPS行動計画 No.5～

16

修正ネクサスアプローチに基づくパテントボックス税制の仕組み

軽減税率
対象収入

③適格費用：適格IP開発に直接関連する費用
開発委託費・IP購入費は30%まで算入可能

収入・費用の追跡手法は継続検討の対象

③適格費用

②全体費用
Ｘ①適格収入

適格納税者

居住者企業
外国企業の国内PE
居住者企業の外国PE

適格IP
特許/特許同等IP
×商標

=

②全体費用：適格IP開発に直接関連する費用
開発委託費・IP購入費も100%算入

①適格収入：適格IPから稼得された収入
（例）ロイヤリティ、IP譲渡益、IP利⽤製品販売収⼊

PE：Permanent Establishment
（恒久的施設）
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１１．パテントボックス税制の検討項目のまとめ

項目 内容

①制度のねらい 資本、研究開発拠点、工場を誘致し、技術取引規模
を拡⼤して、新規産業・事業を創出に資する制度である
べき。

②適用範囲 日本創出の知財の範囲を明確にするべき。
対象となる、知財・所有権者・所得（知財の自社実
施・Gr会社間を含むライセンス）の範囲も明確に。

③課税方法 簡素な方法が望ましい。対象所得にかかる法人税の一
部減額、ライセンス料への法⼈税の⼀部減額など。

④対象所得（特許の実施）の証明方法 自社実施している特許等がきちんと特定されるべき。

⑤万一知財が無効となった場合の扱い 特許が無効になったら、それまでの減税分が取り消しには
ならないこと。

⑥職務発明（補償⾦）への波及の防⽌ 対象知財としたものが補償⾦問題を招じないように。

⑦トロール助⻑にならない仕組み 知財創出と活用をリンクさせることで、トロールを除外でき
るか？

⑧EUにおける⾒直し検討状況の把握 最も最近導入された英国法の効果と比較検討する。

⑨導入の推定効果 法⼈税（パテントボックス）に対して、他の制度で帳消
しにならないように配慮が必要。
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１２．今後の予定

4⽉以降：国際動向把握、有識者等とのヒアリング、意⾒交換を
基にして、パテントボックス税制の課題等を検討する。
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メンバー（2014年度）
小委員長

水戸 道晴 ：日本電信電話㈱

小委員長補佐

杉浦 久則 ：パナソニック㈱

委 員

伊賀 純子 ：富士フイルム㈱

大沢 明美 ：日本曹達㈱

岡本 貴洋 ：サントリーホールディングス㈱

荻野 春奈 ：凸版印刷㈱

佐々木 浩 ：住友理工㈱

佐藤 健作 ：日本電気㈱

澤田 勝利 ：コニカミノルタ㈱

中山 千里 ：㈱バッファロー

林 季穂 ：住友大阪セメント㈱

山本 大祐 ：三井化学㈱

2015年度は、佐藤委員、中山委員、山本委員は退任。
小島誠委員（住友重機械（株））、長沢豊委員（（株）フジクラ）が新たに参加。
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ご静聴ありがとうございました

この資料は、公開情報や各種講演等の内容をもとに本⼩委員会で作成
したものです。
入手情報そのものの誤りや、内容の解釈、用語の使用形態、日本語訳、
意味等に誤りがある可能性もあります。
内容に関しては、改めてご⾃⾝で調査・確認し、何らかの⾏動をとられる
場合は専門家にも相談の上、ご自身の責任で判断してください。
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研究開発税制

民間企業の研究開発投資を維持・拡大することにより、イノベーションの
加速を通じた日本の成長力・国際競争力を強化させることが目的。

試験研究費に控除割合を乗じて計算した金額を法人税額から控除
できる制度。( A+B+(CまたはD)で最大40%の法人税額を控除 )

A.【総額型】

+B.【オープンイノベーション型】

+C.【増加型】 または D.【高水準型】

試験研究費の総額×8～10%(中小企業等の場合は一律12%)を控除

特別試験研究費の総額×20または30%を控除
・大学あるいは特別試験研究機関との共同・委託研究 30%
・その他(企業間の共同・委託研究/中小企業からの知財権使用料 20%

試験研究費の増加額×控除率(5～30%) 売上高の10%を超える
試験研究費×控除率増加額: 過去３年間平均より増加した額

C ・Dは平成２８年度までの時限措置
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＜第107条第1項：国家補助の禁止＞

「・・・国家によりまたは国家の財源により付与される補助で、
特定の事業者または特定の産品の生産を優遇することによっ
て競争を歪める（恐れがある）ものは、形式の如何を問わず
、加盟国間の通商に影響を及ぼす限り、単⼀市場とは両⽴し
ない。」

※（背景） 企業誘致や雇用確保のために各国が優遇税制
を乱発すれば、流動性の低い労働や消費者消費に関する税
制が⾼額となり、課税の公平性・中⽴性が損なわれ、資本移
転や経済活動に歪みが生じる。また租税競争の激化により各
国の課税ベースが徐々に浸食され、法人税の構造が崩れる
恐れがある。

ＥＵ機能条約１０７条


